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第46期定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

・業務の適正を確保するための体制及び
運用状況の概要

・連結株主資本等変動計算書

・連結注記表

・株主資本等変動計算書

・個別注記表

（令和２年４月１日から令和３年３月31日まで）

株式会社 松屋フーズホールディングス

連結注記表および個別注記表につきましては、法令および当社定款の規定に

したがって、当社ウェブサイト（https://www.matsuyafoods-

holdings.co.jp/ir/）に掲載することにより、株主の皆さまに提供してお

ります。

表紙
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業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての概要は以下のとお

りであります。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

イ．企業としての基本的な倫理観を定めた「松屋フーズホールディングス

グループ倫理綱領」及び不祥事の発生を未然に防ぎ、健全な企業行動を

促進しさまざまなステークホルダーから信頼される企業風土を醸成する

ために「松屋フーズホールディングスグループ行動基準」を制定し、法

令・社内規程の遵守及び社会規範の遵守を企業活動の前提とすることを

徹底しております。

　なお、「松屋フーズホールディングスグループ倫理綱領」及び「松屋

フーズホールディングスグループ行動基準」についてとりまとめた「松

屋フーズホールディングスグループコンプライアンスの手引き」を全役

職員が閲覧できる体制をつくり、コンプライアンスのための教育ツール

として活用しております。

ロ．コンプライアンスの取り組みについては、法務担当グループにおいて、

松屋フーズホールディングスグループ全体を横断的に統括することとし、

定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、それを実施しており

ます。

ハ．コンプライアンスに反する行為及びコンプライアンスに反する疑いの

ある行為等について、従業員等が直接、相談・通報する手段としてのホ

ットライン（ホイッスルテレフォン）を内部監査担当グループに設置・

運営しております。

　なお、従業員・取引先等からの相談・通報の適正な処理に関する仕組

みを定めた「通報者保護規程」を制定しております。

ニ．今後、既に制定している「綱領」、「基準」及び「規程」の厳格な運

用と監視を含めた管理体制等の整備を推進してまいります。

－ 1 －
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②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

　「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または

電磁的媒体等（以下、文書等という）に記録し保存しております。取締

役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるようにしておりま

す。

③　損失の危険の管理に関する規定その他の体制

イ．松屋フーズホールディングスグループにおいて発生しうる各種リスク

について、発生を防止する管理体制の整備及び発生した各種リスクへの

適切な対応を定めた「松屋フーズホールディングスグループリスク管理

規程」を制定しており、松屋フーズホールディングスの取締役社長を委

員長とする「リスク管理委員会」を設置（事務局を法務担当グループに

置く）して、リスク管理に関する方針の策定及び体制の整備等松屋フー

ズホールディングスグループの全社的対応を行っております。

ロ．松屋フーズホールディングスの各部及びグループ各社を単位とする部

門の長が、それぞれ部門内のリスク管理責任者としてリスク管理を行っ

ております。

ハ．松屋フーズホールディングスグループの信用販売等により生ずる貸倒

れ等を未然に防止する、もしくは 小限に抑え、経営の健全性が損なわ

れないようにするため、新規の取引開始及び債権の管理等について「与

信管理規程」を制定しております。

ニ．今後、既に制定している「規程」及び既に設置している「委員会」の

厳格な運用と監視を含めたリスク管理体制等の整備を推進してまいりま

す。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．自立的なコーポレート・ガバナンスの強化とスピード重視の効率的な

職務執行のため、取締役会等の事前に重要事項を審議する場として、「グ

ループ経営戦略会議」を定期的及び必要な都度開催しております。この

「グループ経営戦略会議」には、原則として全取締役が出席し、月次実

績のレビューや取締役会決議事項のうち事前審議が必要な事項、中期経

営計画に関する事項、新規事業及び投資案件等について集中的に審議を

行っております。
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ロ．店舗・本部・工場・物流センター・グループ各社を結ぶブロードバン

ドによる全社ＩＴネットワーク網を構築し、ＩＴネットワークを駆使し

たイントラネットシステムＭＫＣ－Plaza（Matsuya Knowledge 

Collaboration Plaza）を立ち上げ、情報の共有化と各セクションの連携

をより強力なものにしており、メール、掲示板、文書管理及びワークフ

ロー機能（電子稟議システム）を活用することで、取締役の職務の執行

を含めた事務の効率化を図っております。

ハ．今後も、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための

体制整備を推進してまいります。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

　松屋フーズホールディングスグループ全体の内部統制に関する担当部署

を内部監査部とし、グループ各社における内部統制体制の構築及び実効性

を高めるための諸施策を立案するとともに、必要に応じグループ各社への

指導・支援等を実施しております。また、当社の主要部門長及び監査役が

子会社の取締役、監査役にそれぞれ就任することで、取締役等の職務の執

行が効率的になり、かつ職務執行に対する牽制機能が働く体制を構築して

おります。なお、松屋フーズホールディングスグループでは、「松屋フー

ズホールディングスグループ倫理綱領」及び「松屋フーズホールディング

スグループ行動基準」を基に、法令・社内規程の遵守及び社会規範の遵守

を企業活動の前提とすることを徹底しております。

⑥　監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事

項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

　監査役は、内部監査部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令する

ことができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人

はその命令に関して、取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないもの

としております。

－ 3 －
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⑦　取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会へ

の報告に関する体制

　松屋フーズホールディングスグループの取締役及び使用人は、監査役会

に対して、法定の事項に加え、松屋フーズホールディングスグループに重

大な影響を及ぼす事項等をすみやかに報告する体制を整備しております。

なお、従業員・取引先等からの相談・通報の適正な処理に関する仕組みを

定めた「通報者保護規程」を制定しており、当該報告をしたことを理由と

して不利な扱いを受けないことを確保するための体制を構築しております。

⑧　その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査役会と取締役社長との定期的な意見交換会を設定しております。

ロ．役職員の監査役監査に対する理解を深めるとともに、監査役監査の環

境整備を推進してまいります。

ハ．監査役監査の実施に当たり、監査役が必要と認める場合は公認会計士

や弁護士等の外部専門家の意見を拝聴することとしております。これら

監査役監査において生じる費用又は債務は、会社が負担いたします。

⑨　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

イ．市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動にも障害となる反社会

的勢力及び団体に対しては、断固として対決し、常に「利用しない」「金

をださない」「恐れない」「交際しない」を基本原則として毅然とした

態度で臨んでまいります。

ロ．対応統括部署を総務担当グループ、不当要求防止責任者を総務担当部

長とし、お客様相談室、法務担当グループを整備するとともにマニュア

ルを作成し、それらに基づき全社一丸となって対応してまいります。ま

た、警察及び（財）暴力団追放運動推進センター主催の講習会等に参加

し情報収集に努めてまいります。なお、反社会的勢力排除に向けた基本

的な考え方について「松屋フーズホールディングスグループコンプライ

アンスの手引き」に記載し、全役職員が閲覧できる体制をつくり、教育

ツールとして活用しております。

－ 4 －

業務の適正を確保するための体制



2021/05/26 20:54:45 / 20702208_株式会社松屋フーズホールディングス_招集通知

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）

　当社は、取締役会において決議された「松屋フーズホールディングス内

部統制構築のための基本方針及びその体制等」に基づき、体制の整備・運

用を実施しております。

①　取締役の職務執行について

　定時取締役会を毎月１回開催する他、必要に応じて適宜開催し、取締役

会規程に定めた事項等、経営に関する重要事項等を決議しております。さ

らに、自律的なコーポレート・ガバナンスの強化と迅速かつ効率的な職務

執行のため、グループ経営戦略会議を必要な都度開催しており、重要案件

について集中的に審議するなど、業務執行の適正性及び効率性等を確保し

ております。また、情報の管理及び保存は、関連規定に基づき適切に管理

することとし、必要に応じて閲覧できるようにしております。

②　監査役の職務執行について

　監査役は取締役会に原則毎回出席し、意見を述べております。さらに監

査役会を適宜開催し、職務執行状況の監視を行う等、監査体制の充実を図

っております。また、取締役社長や会計監査人及び内部監査部門等と必要

に応じ情報交換等を行っており、取締役の職務執行及び内部統制の運用状

況等を確認しております。なお、監査役の職務執行により生じる費用等は

適切に精算しております。

③　当社子会社における業務の適正の確保について

　当社では、当社の主要部門長及び監査役が子会社の取締役、監査役にそ

れぞれ就任しており、当社子会社における重要事項を把握できる体制を整

備し、管理しております。また、必要に応じて指導及び支援等を実施し、

業務の適正性を確保しております。

－ 5 －
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④　コンプライアンス及びリスク管理について

　当社では、「松屋フーズホールディングスグループ倫理綱領」及び「松

屋フーズホールディングスグループ行動基準」についてとりまとめた「松

屋フーズホールディングスグループコンプライアンスの手引き」を全役職

員が閲覧できる体制を整備し、従業員教育に組み入れた「コンプライアン

ス教育」を実施しております。さらに、通報者保護規定を制定し、コンプ

ライアンスに関して従業員等が直接相談・通報する仕組みを構築し、運用

しております。また、松屋フーズホールディングスグループにおいて発生

しうる各種リスクへの適切な対応を定めた「松屋フーズホールディングス

リスク管理規程」を制定し、必要に応じ取締役社長を委員長とした「リス

ク管理委員会」を開催し、全社的対応を実施しております。

⑤　反社会的勢力排除について

　当社では、「公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会」に加盟

し、関係機関と連携して反社会的勢力排除に向けた体制強化を図っており

ます。また、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を「松屋フーズホ

ールディングスコンプライアンスの手引き」に記載し、全役職員が閲覧で

きる体制を整備して教育ツールとして活用しております。

－ 6 －
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連結株主資本等変動計算書

(自　令和２年４月１日)至　令和３年３月31日
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

令和２年４月１日期首残高 6,655,932 6,963,144 29,418,516 △16,461 43,021,131

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △457,349 △457,349

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△2,376,212 △2,376,212

自 己 株 式 の 取 得 △660 △660

自 己 株 式 の 処 分 84 106 191

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 84 △2,833,561 △553 △2,834,031

令和３年３月31日期末残高 6,655,932 6,963,229 26,584,954 △17,015 40,187,100

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利
益累計額合計

令和２年４月１日期首残高 832 △68,939 △68,107 42,953,024

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △457,349

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△2,376,212

自 己 株 式 の 取 得 △660

自 己 株 式 の 処 分 191

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

99 2,421 2,520 2,520

連結会計年度中の変動額合計 99 2,421 2,520 △2,831,510

令和３年３月31日期末残高 931 △66,518 △65,586 40,121,513

－ 7 －
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【連結注記表】

(１) 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲等に関する事項

①　連結の範囲に関する事項

イ．連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　８社

・主要な連結子会社の名称　　　　・株式会社松屋フーズ

・株式会社エム・テイ・テイ

・株式会社エム・エル・エス

・株式会社トレンジエクスプレス

・Matsuya Foods USA,Inc.

・Matsuya International,Inc.

・Matsuya New York,Inc.

・上海松屋餐飲管理有限公司

ロ．非連結子会社の状況

・主要な非連結子会社の名称　　　・青島松屋商貿有限公司

・台灣松屋餐飲股份有限公司

・株式会社富士ガーデンファーム

（注）「株式会社富士ガーデンファーム」は、令和

２年10月21日付けで「株式会社松屋ファー

ム」から社名を変更しております。

・連結の範囲から除いた理由　　　非連結子会社３社は、総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等、いずれも連結計算書類に重要な

影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外してお

ります。

②　持分法の適用に関する事項

　持分法を適用していない非連結子会社（青島松屋商貿有限公司・台灣松屋餐飲股份有限

公司・株式会社富士ガーデンファーム）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体として重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

③　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち「Matsuya Foods USA,Inc.」・「Matsuya International,Inc.」・

「Matsuya New York,Inc.」・「上海松屋餐飲管理有限公司」の決算日は、12月31日であり

ます。連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用しておりますが、

１月１日から連結決算日３月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。

－ 8 －
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２．重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの……………………連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

時価のないもの……………………移動平均法による原価法

②　デリバティブ

　時価法によっております。

③　たな卸資産

製品・原材料…………………………月別移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

貯蔵品………………………………… 終仕入原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

３．重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

…………………………定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１

日以降に取得した建物附属設備及び構築物について

は、定額法）

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物　　………２～55年

機械装置及び運搬具………２～30年

工具、器具及び備品………２～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

…………………………定額法（なお、自社利用ソフトウエアについては、

社内における見込み利用可能期間（５年）によって

おります。）

③　リース資産……………………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

④　長期前払費用…………………………定額法

⑤　投資不動産（リース資産を除く）

…………………………定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１

日以降に取得した建物附属設備及び構築物について

は、定額法）

なお、主な耐用年数は、６～45年であります。
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４．重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金……………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金……………………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、 

支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計上し

ております。

③　役員退職慰労引当金…………………役員の退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく制

度廃止時の支給予定額を計上しております。

５．重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、それぞれの決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上し

ております。

６．その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

①　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

②　消費税等の処理方法は税抜方式によっております。

(２) 表示方法の変更に関する注記

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用

　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年３月31日）を当

連結会計年度から適用し、連結注記表に「会計上の見積りに関する注記」を記載しておりま

す。

(３) 会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損損失

　当社グループは、減損損失を認識するにあたり、店舗及び賃貸資産をキャッシュ・フロー

を生み出す 小単位としてグルーピングしており、遊休資産及び売却予定資産は、該当資産

ごとにグルーピングをしております。また、本社及び工場等につきましては、全社資産とし

てグルーピングしております。グルーピングの 小単位である店舗において、投下資本回収

力が当初予定より低下した店舗に係る帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上しております。

　当連結会計年度における減損損失の計上額は、3,044,774千円であります。

　当社グループの回収可能価額は正味売却価額と使用価値を使用し、主として、土地につい

ては正味売却価額、その他の資産については使用価値により測定しております。正味売却価

額は、主に不動産鑑定評価額などを合理的な調整を行って算出した金額を使用し、使用価値

の算出については、将来キャッシュ・フローを適正な割引率で割引いて算出しております。

当資産グループにおける回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローを3.356％で割引いて算出しております。

－ 10 －
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　将来キャッシュ・フローの算定は、業態別や立地別等のカテゴリー単位で、様々な諸施策

や計画、現在及び見込まれる経済状況等を考慮し、合理的であると考えられる様々な要因を

総合的に勘案して将来キャッシュ・フローを算定しております。当連結会計年度においては、

緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が発令される等、新型コロナウイルスの影響が継続し

ており、３年程度は事業活動に影響があるものと想定しておりますが、様々な売上向上策を

実施することにより、2022年３月に向けて過年度の水準へ徐々に戻るものと仮定しておりま

す。また、同時に経費構造改革等を実施してまいります。

　なお、新型コロナウイルスの感染状況や将来の予測不能な事象の発生等により、これら見

積り時の計上金額と異なる結果となる可能性があり、追加の減損損失が発生する可能性があ

ります。

(４) 連結貸借対照表に関する注記

各資産における減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 45,212,978千円

投資その他の資産の減価償却累計額 342,976千円

(５) 連結損益計算書に関する注記

助成金等収入について

　「助成金等収入」は、主に新型コロナウイルス感染症に伴う政府及び各自治体からの営業

時間短縮に係る感染拡大防止協力金であります。

(６) 連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式の総数に関する事項

当連結会計年度期首
の 株 式 数 ( 株 )

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
の 株 式 数 ( 株 )

普 通 株 式 19,063,968 － － 19,063,968

２．自己株式の数に関する事項

当連結会計年度期首
の 株 式 数 ( 株 )

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
の 株 式 数 ( 株 )

普通株式(注) 7,724 190 50 7,864

（注）自己株式の株式数の増減は、単元未満株式によるものであります。

３．剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

決 議
株式の
種 類

配 当 金 の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

令和２年６月29日
定 時 株 主 総 会

普通株式 228,674 12 令和２年３月31日 令和２年６月30日

令和２年11月４日
取 締 役 会

普通株式 228,674 12 令和２年９月30日 令和２年12月８日

－ 11 －
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②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

　第46期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

決 議
株 式 の
種 類

配 当 金 の
総額(千円)

配当の
原 資

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

令和３年６月24日
定 時 株 主 総 会

普通株式 228,673
利 益
剰余金

12 令和３年３月31日 令和３年６月25日

(７) 金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達につ

いては設備投資計画等に照らして、銀行借入による方針であります。デリバティブは、

通常の営業活動における輸入取引の為替相場の変動によるリスクを軽減するために利用

し、投機的な取引は行っておりません。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該

リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、適切な債権管理を実施する体

制としております。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格のない株

式等であります。そのため、市場価格の変動におけるリスクは僅少であります。

　敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約による差入預託保証金であります。当該敷

金及び保証金については、当社グループの規則に従い、適切な債権管理を実施する体制

としております。

　営業債務である買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日であります。

　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に

設備投資に係る資金調達であります。長期資金につきましては、支払金利の変動リスク

を回避するため、固定金利により借入を行っております。

　デリバティブ取引の執行・管理については、職務権限に従い、また、デリバティブ取

引の利用にあたっては、いずれも信用度の高い国内の銀行であるため、信用リスクはほ

とんどないと判断しております。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定において変動要因を織り込んでい

るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

－ 12 －
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２．金融商品の時価等に関する事項

　令和３年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれて

おりません。（（注）２．参照）

連結貸借対照表計上額

（千円）

　時価（千円）

（*4）
差額（千円）

① 現金及び預金 13,691,494 13,691,494 －

② 受取手形及び売掛金 2,123,130 2,123,130 －

③ 投資有価証券 2,640 2,640 －

④ 敷金及び保証金 11,875,177

貸倒引当金(*1) △5,806

11,869,371 11,098,848 △770,523

資産計 27,686,636 26,916,113 △770,523

① 買掛金 2,441,520 2,441,520 －

② 短期借入金 4,182,908 4,182,908 －

③ 未払金 4,015,710 4,015,710 －

④ 未払法人税等 431,632 431,632 －

⑤ 長期借入金(*2) 17,525,504 17,557,751 32,246

負債計 28,597,276 28,629,523 32,246

デリバティブ取引(*3) 3,738 3,738 －

（*1）敷金及び保証金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。

（*2）長期借入金には、一年内に期限の到来する金額を含めております。

（*3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正

味の債務となる項目については（ ）で示しております。

（*4）投資有価証券を除く項目につきましては、「金融商品に関する会計基準」（企業会計

基準第10号）に基づき算定された時価であり、市場取引等における時価ではありません。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

①現金及び預金　②受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。

－ 13 －
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③投資有価証券

　株式等の時価については、取引所の価格によっております。なお、有価証券はそ

の他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得原価

との差額は以下のとおりであります。

種類
連結貸借対照表
計上額（千円）

取得原価
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 2,640 1,297 1,342

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 2,640 1,297 1,342

合計 2,640 1,297 1,342

④敷金及び保証金

　当社では、敷金及び保証金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、その将来

キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標による利率で割引いた現在価値に

より算定しております。

負　債

①買掛金　②短期借入金　③未払金　④未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。

⑤長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に

想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

　デリバティブ取引における連結会計年度末の時価につきましては、先物相場を使用し

ております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

関係会社株式 　415,928

非上場株式 69,497

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、「③投資有価証券」には含めておりません。

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 13,691,494 － － －

受取手形及び売掛金 2,123,130 － － －

合　計 15,814,625 － － －

－ 14 －
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４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

　長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間の返済予定

額は以下のとおりであります。

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 3,227,532 3,082,968 3,058,188 2,738,924

(８) 賃貸等不動産に関する注記

重要性が乏しいため、注記の記載は省略しております。

(９) １株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 2,105円44銭

※１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

純 資 産 の 部 の 合 計 額(千円) 40,121,513

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 40,121,513

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期 末 の 普 通 株 式 の 数 ( 千 株 )

19,056

２．１株当たり当期純損失 △124円69銭

※１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

親会社株主に帰属する当期純損失(千円) △2,376,212

普 通 株 主 に 帰 属 し な い 金 額 ( 千 円 ) －

普 通 株 式 に 係 る 親 会 社 株 主 に
帰 属 す る 当 期 純 損 失 ( 千 円 )

△2,376,212

期　中　平　均　株　式　数 (千株 ) 19,056

(１０) 重要な後発事象

該当事項はありません。

－ 15 －

連結注記表
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株主資本等変動計算書

(自　令和２年４月１日)至　令和３年３月31日
（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合    　計

利　益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合  　　計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

令和２年４月１日期首残高 6,655,932 6,963,144 － 6,963,144 209,276 13,547,000 12,483,230 26,239,507 △16,461 39,842,122

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △457,349 △457,349 △457,349

当 期 純 利 益 1,727,731 1,727,731 1,727,731

自己株式の取得 △660 △660

自己株式の処分 84 84 106 191

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － 84 84 － － 1,270,381 1,270,381 △553 1,269,912

令和３年３月31日期末残高 6,655,932 6,963,144 84 6,963,229 209,276 13,547,000 13,753,612 27,509,888 △17,015 41,112,034

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計その他有価証
券評価差額金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

令和２年４月１日期首残高 832 832 39,842,954

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △457,349

当 期 純 利 益 1,727,731

自己株式の取得 △660

自己株式の処分 191

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

99 99 99

事業年度中の変動額合計 99 99 1,270,011

令和３年３月31日期末残高 931 931 41,112,966

－ 16 －

株主資本等変動計算書
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【個別注記表】

(１) 重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式…………………………移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……………………決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

時価のないもの……………………移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品………………………………… 終仕入原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

３．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産除く）

…………………………定率法

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物

附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については、定額法。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　…………２～50年

構築物　　　…………10～40年

機械及び装置…………15年

工具、器具及び備品…２～20年

無形固定資産（リース資産除く）

…………………………定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける見込み利用可能期間（５年）によっておりま

す。

リース資産……………………………定額法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零としてお

ります。

長期前払費用…………………………定額法

投資不動産（リース資産除く）……定率法

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物

附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については、定額法。

なお、主な耐用年数は６～30年であります。

－ 17 －

個別注記表
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４．引当金の計上基準

貸倒引当金……………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

賞与引当金……………………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、 

支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上してお

ります。

役員退職慰労引当金…………………役員の退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく制

度廃止時の支給予定額を計上しております。

株主優待引当金………………………将来の株主優待券の利用に備えるため、株主優待券

の利用実績に基づき、当事業年度末における株主優

待券利用見込額を計上しております。

５．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処

理しております。

６．その他計算書類作成のための基本となる事項

①　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

②　消費税等の処理方法は税抜方式によっております。

－ 18 －

個別注記表
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(２) 貸借対照表に関する注記

１．各資産における減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 1,025,314千円

投資その他の資産の減価償却累計額 517,812千円

２．関係会社に対する金銭債権及び債務

①　関係会社に対する短期金銭債権 15,159,462千円

②　関係会社に対する短期金銭債務 51,892千円

(３) 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

１．営業取引

営業収益 3,857,050千円

営業費用 325,051千円

２．営業取引以外の取引 65,750千円

(４) 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首
株 式 数 （ 株 ）

当 事 業 年 度
増加株式数(株)

当 事 業 年 度
減少株式数(株)

当 事 業 年 度 末
株 式 数 （ 株 ）

普通株式（注） 7,724 190 50 7,864

（注）自己株式の株式数の増減は、単元未満株式によるものであります。

－ 19 －

個別注記表
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(５) 税効果会計に関する注記

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因の内訳

繰延税金資産

賞与引当金繰入額否認 20,899千円

未払事業所税 782千円

未払事業税 16,897千円

減価償却超過額 28,991千円

一括償却資産損金算入限度超過額 1,013千円

貸倒引当金繰入限度超過額 76,365千円

役員退職慰労引当金 173,860千円

会員権評価損否認 398千円

関係会社株式評価損否認 603,664千円

関係会社出資金評価損否認 168,887千円

会社分割に伴う子会社株式 1,080,140千円

その他 3,613千円

繰延税金資産　小計 2,175,512千円

評価性引当額 △412,816千円

繰延税金資産　合計 1,762,696千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △411千円

繰延税金負債　合計 △411千円

繰延税金資産の純額 1,762,285千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項

目別内訳

法定実効税率 30.6％

（調整）

交際費等永久に損金に加算されない項目 6.7％

住民税均等割額 0.2％

受取配当金益金不算入 △10.4％

評価性引当額の増減 △36.7％

その他 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △9.1％

－ 20 －
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(６) リースにより使用する固定資産に関する注記

　重要性が乏しいため、注記の記載は省略しております。

(７) 関連当事者との取引に関する注記

　子会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼任等 事業上の関係

子会社
㈱松 屋 フ
ーズ

東京都
武蔵野市

90,000 飲食事業
直接

100.0
兼任4名

商標使用及
びノウハウ
等の提供等

ロイヤリテ
ィ収入（注
1）

2,822,164
売掛金

263,562

株主優待費
用（注2）

320,442
未払金

18,484

資金の貸付
（注3）

19,200,000
短期貸付金

14,500,000

利息の受取
（注3）

61,502
未収収益

46,723

（注）取引条件及び取引条件の決定方針

１.ロイヤリティ収入につきましては、売上高の一定率であります。

２.株主優待費用につきましては、使用実績に基づき負担しているものであります。

３.資金の貸付及び貸付金の回収につきましては、金融機関からの借入金利や市場金利を総

合的に勘案して決定しており、返済期限は概ね１年としております。なお、担保は受け

入れておりません。

－ 21 －
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(８) １株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 2,157円47銭

※１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

純 資 産 の 部 の 合 計 額（千円） 41,112,966

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 41,112,966

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期 末 の 普 通 株 式 の 数（千株）

19,056

２．１株当たり当期純利益 90円66銭

※１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当　　期　　純　　利　　益（千円） 1,727,731

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,727,731

期　中　平　均　株　式　数（千株） 19,056

(９) 重要な後発事象

　該当事項はありません。

－ 22 －
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